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東陽倉庫株式会社との災害発生時等における 

施設の緊急物資集配拠点化等に関する協定を締結 
 

 

 
 

１ 協定締結日時・場所 

日時：２月２７日（金）午前１１時から 

場所：知多市役所３階 第２委員会室 

  

２ 締結式出席予定者 

 東陽倉庫株式会社 

  代表取締役社長 黒田 城児（くろだ じょうじ）ほか 

  

知多市 

知多市長 伊藤 清一郎（いとう せいいちろう）ほか 

 

３ 協力事項 

 (1) 施設（東陽倉庫株式会社知多倉庫）の緊急物資集配拠点としての使用 

 (2) 緊急物資の輸送 

（3）緊急物資の荷捌き業務に係る人員及び資機材等の荷役の提供 

（4）その他、市が必要と認める事項 

 

４ その他 

東陽倉庫株式会社は、倉庫業を主軸に港湾運送、海上運送、陸上運送など、総合物流企業 

として幅広く展開しており、知多市内の事業所としては、知多倉庫（所在地：知多市八幡字

浦浜１－５７）を構えている。 

企画政策課 
担当：企画・統計チーム  加藤、井澤 

（０５６２－３６－２６３９） 

 災害発生時等における施設の緊急物資集配拠点としての使用、緊急物資の輸送や荷捌き

など、緊急物資の集配業務に関して、東陽倉庫株式会社（所在地：名古屋市中村区）との

協力体制を構築するため、協定を締結するものです。 


